
令和 3年 3月 3日

厚生労働大臣 殿

機関名 公立大学法人奈良県立医科大学

所属研究機関長 職 名 理事長

氏 名 細井 裕司      印

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 医薬品。医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業

2.研究課題名 日本の輸血医療における指針・ガイ ドラインの適切な運用方法の開発

3.研究者名  (所属部局・職名)    医学部 。教授

(氏名 。フリガナ)    松本 雅則 。マツモ ト マサノリ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □ □

※1)当 該研牢者が当該研究を実怖す るに当た り薄守すべ☆倫聟指e+に関す る倫理委 員会の審杏が済んでいる場今は、「審杏済み |にチ

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針Jに準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

(留 意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究機 関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 : )

当研究に係るCOIに ついての報告 。審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 鉦
¨

)■ (有の場合はその内容 :



2021年 2 月 10 日
厚生労働大臣

導 義 卿 鵠 斜 論 曇 畷 扉 藝 殿

機関名国立大学法人東海国立大学機構

所属研究機関長 職 名 舞古臓大学ほ学部靖属病院長

氏 名  小 寺 泰 弘  印

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名   医薬品 。医療機器等レギュラ トリーサイエンス政策研究事業

2.研究課題名  日本の輸血医療における指針 。ガイ ドラインの適切な運用方法の開発 (20KC 1002)

3.研究者名  (所属部局・職名) 医学部附属病院 輸血部 ・教授

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象 とする医学系研究に関す る倫理指針 (※ 3) □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 1               ) □   ■ □ □

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若 しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※2)未 審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針Jや 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること,

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること、

当研究機関におけるC01の 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 : )

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究に係るC01に ついての指導・管理の有無 有 □ 丑
小

)■ (有の場合はその内容



厚生労働大臣 殿

令和 3年  3月  26日

機関名  東京医科大学

所属研究機関長 職 名  学 長

氏 名  林  由起子    F~「

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名   医薬品 。医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業

2.研究課題名  日本の輸血医療における指針・ガイ ドラインの適切な運用方法の開発 (20KC1002)

3.研究者名  (所属部局・職名) 医学部・准教授

(氏名 。フリガナ) 田中 朝志 。タナカ アサシ

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ l)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 匡 ■ E □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ ピ 匡

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
コ   ■ コ コ

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □ EE

た ll道 牛す べ 者 tl l塞 杏 が 漕 ス′で い る 場 合 は  「審 杏 済 み lt「 チ

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃 止前の 「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針_に準拠する場合は、当該項日に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 匡

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 匡 (無の場合は委託先機関 : )

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 :
)

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 丑
小

)■ (有 の場合はその内容



令和 3年  3月  3日
厚生労働大臣

殿

機関名 日本赤十字社
北海道ブロック血液センター

所属研究機関長 職 名 所 長

氏 名 紀 野 修 一   印

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以 ドのとおりです。

1.研究事業名   医薬品 。医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業

2.研究課題名  日本の輸血医療における指針・ガイ ドラインの適切な運用方法の開発 (20KC1002)

3.研究者名  (所属部局 。職名)  日本赤十字社北海道ブロック血液セ ンター 。所長

(氏名・フリガナ)  紀野 修一 (キ ノ シュウイチ)

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム 。遺伝子解析研究に関する倫理指針 コ   ■ □ EE

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 コ   ■ 匡 E

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   ■ 匡 コ

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
匡   ■ コ 匡

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) コ   ■ □ コ

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、
~審

査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特 .d事項 )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準rtlす る場合は、当該項目にp・L入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

(留意事項) ・該当する匡にチェックを入と|る こと。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 コ (無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 ヨ (無の場合は委託先機関 : )

当研究に係るC(DIについての報告 。審査の有無 有 ■ 無 E(無の場合はその理由 : )

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 霊
い

)■ (有の場合はその内容 :



令和 3 年 3 月 ′ノ 日
厚生労働大臣

殿

機関名  東 邦 大 学

所属研究機関長 職 名  学 長

氏 名  高 松  研   印

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名   医薬品 。医療機器等レギュラ トリーサイエンス政策研究事業

2.研究課題名  日本の輸血医療における指針 。ガイ ドラインの適切な運用方法の開発 (20KC1002)

3.研究者名  (所属部局・職名)医学部医学科臨床検査医学研究室・ 非常勤研究生

(氏名 。フリガナ) 奥田 誠  ・ オクダ マコト

審査済みJ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

4.倫理審査の状況

該 当性の有無

有  無

左記で該 当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関す る指針 □   ■ □ □

人を対象 とする医学系研究に関す る倫理指針 (※

"
□   ■ □ □

厚生労働省の所管す る実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入す ること

(指針の名称 :               ) □   ■ □ □

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施す るに当た り樽守すべき倫聟指金+に 関す る倫理秀 昌会の審杏が港スタでいる場谷 |■ 「審杏港み |に

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入することc

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 : )

当研究に係 るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究に係るCOIに ついての指導 。管理の有無 有 □ 霊
ヽ

)■ (有の場合はその内容 :



令和 3年 3月 1日
厚生労働大臣 殿

機関名 東京大学

所属研究機関長 職 名 総長

氏 名 五神 真      印

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名  医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業

2 研究課題名  日本の輸血医療における指針・ガイ ドラインの適切な運用方法の開発 (20KC1002)

3.研究者名  (所 j呂部局・職名) 医学部附属病院・教授

(氏名・フリガナ) 岡崎 仁 。 オカザキ ヒトシ

クし 部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特 .・L事項 )

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審杏済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲ ノム・遺伝 F解析 1/1究 に関する倫理指針 コ   ■ J

遺伝 r治療等臨床研究に関する指針 コ   ■ ヨ

人を州象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) コ   ■ □ コ

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ EI □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指金|の 名称 :               ) □   ■ □ □

(※ 1)当 該研究 どが ■1該研究を実施するに
'1た

り薄守すべき倫 I甲 指金卜に関する倫,1委 員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み |に チ

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(X3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準luす る場合は、当該項目に記入すること。

5。 厚生労働分野の研究活動における不 ||:行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受 i誌 ■  未受講 =

(留意事項) ・該当する□にチェックを人とlる こと。

・分担研究者の所属する機関の長も作「・|す ること。

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 直 (無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 千「 ■ 典〔 巨 (無の場合は委託先機関 : )

当研究に係るCOIに IDいての報告・審査の有無 有 ■ 無 コ (無 の場合はその理由 : )

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有
睡
い

)コ ■ (有 の場合はその内容 :


